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(57)【要約】
【課題】　高い抗糖化作用を有する抗糖化剤、又は高い
コラゲナーゼ阻害作用を有するコラゲナーゼ阻害剤を提
供すること。
【解決手段】　発酵ショウガを有効成分とすることを特
徴とする抗糖化剤、又はコラゲナーゼ阻害剤である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発酵ショウガを有効成分とすることを特徴とする美容用組成物。
【請求項２】
　発酵ショウガを有効成分とすることを特徴とするしわ及び／又はたるみ防止剤。
【請求項３】
　発酵ショウガを有効成分とし、コラゲナーゼ阻害作用を有することを特徴とする請求項
１又は２に記載の美容用組成物、又はしわ及び／又はたるみ防止剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発酵ショウガを有効成分とする皮膚外用剤、抗糖化剤及びコラゲナーゼ阻害
剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ショウガ科植物には、ジンゲロール、ショウガオール等の成分が含まれており、殺菌作
用、抗酸化作用、血行促進等の様々な効能があることが知られている。
【０００３】
　このショウガ科植物に関しては、種々の研究が行われており、例えば、ショウガ科植物
中のジンゲロールをショウガオールに変換するショウガオールの富化方法が提案されてい
る（特許文献１参照）。また、ショウガ科植物を発酵した後加熱して得た加熱発酵ショウ
ガが、血中中性脂肪の低減効果を有することが報告されている（特許文献２参照）。
【０００４】
　ところで、近年、美容業界や医療業界においては、酸化と共に糖化が美容や健康に影響
することがわかってきており、抗糖化作用が注目されている。
【０００５】
　例えば、上記のようなショウガ科植物には、抗糖化作用があることが知られているが、
ショウガ科植物に関する抗糖化作用についてのさらなる研究はほとんどなされていない。
加熱発酵ショウガについて記載された特許文献２においては、製造された加熱発酵ショウ
ガが、糖化の一因となる血糖値上昇を抑制する効果を有するか否か調査されているが、血
糖値低減効果はないと報告されている（特許文献２の図１参照）。
【０００６】
　また、美容業界等においては、身体のコラーゲンを保護し、維持するための研究もなさ
れているが、このコラーゲン維持に関し、ショウガ科植物の影響についての研究はほとん
どなされていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第５２９７２９４号公報
【特許文献２】特開２０１４－２０５６２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、高い抗糖化作用及び高いコラゲナーゼ阻害作用を有する皮膚外用剤を
提供することにある。また、本発明の課題は、高い抗糖化作用を有する抗糖化剤、及び高
いコラゲナーゼ阻害作用を有するコラゲナーゼ阻害剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、ショウガ科植物の効能が注目される中、その効能についてさらに鋭意研
究したところ、発酵ショウガに高い抗糖化作用があることを見出し、本発明を完成するに
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至った。また、同時に、本発明者らは、発酵ショウガに高いコラゲナーゼ阻害作用がある
ことを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　すなわち、本発明は、発酵ショウガを有効成分とすることを特徴とする皮膚外用剤、発
酵ショウガを有効成分とすることを特徴とする抗糖化剤、及び発酵ショウガを有効成分と
することを特徴とするコラゲナーゼ阻害剤に関する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、高い抗糖化作用及び高いコラゲナーゼ阻害作用を有する皮膚外用剤や
、高い抗糖化作用を有する抗糖化剤や、高いコラゲナーゼ阻害作用を有するコラゲナーゼ
阻害剤を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１に係る発酵ショウガ含有組成物による、ＡＧＥｓ生成阻害率（糖化反応
阻害率）を示すグラフである。横軸は、試験物質の濃度（ｍｇ／ｍＬ）を示す。
【図２】実施例１に係る発酵ショウガ含有組成物による、コラゲナーゼ阻害率を示すグラ
フである。横軸は、被験物質の濃度（ｍｇ／ｍＬ）を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の皮膚外用剤としては、発酵ショウガを有効成分とするものであれば特に制限さ
れるものではなく、本発明の皮膚外用剤は、高い抗糖化作用及び高いコラゲナーゼ阻害作
用を有する。高い抗糖化作用により、ＡＧＥｓの生成及び蓄積を抑制することができるこ
とから、コラゲナーゼの分泌量が低減され、コラーゲンの機能維持に役立つと共に、くす
みや黒ずみを防止して、肌の透明感を維持することができる。また、高いコラゲナーゼ阻
害作用により、コラーゲン繊維の破壊を抑制し、皮膚の弾力性等を保持して、しわやたる
みの原因を除去することができる。したがって、これら両者の作用により、本発明の皮膚
外用剤は、特に高い肌美容の効果を有する。
【００１４】
　また、本発明の抗糖化剤としては、発酵ショウガを有効成分とするものであれば特に制
限されるものではなく、本発明の抗糖化剤は高い抗糖化作用を有する。高い抗糖化作用に
より、ＡＧＥｓの生成及び蓄積を抑制することができることから、コラゲナーゼの分泌量
が低減され、コラーゲンの機能維持に役立つと共に、くすみや黒ずみを防止して、肌の透
明感を維持することができる。また、製品中に含まれるアミノ酸やタンパク質等の糖化反
応（メイラード反応）を抑制することにより、製品の安定性を高めることができる。また
、糖化反応を抑制することにより、製品の色調を安定化させることができる。
【００１５】
　また、本発明のコラゲナーゼ阻害剤としては、発酵ショウガを有効成分とするものであ
れば特に制限されるものではなく、本発明のコラゲナーゼ阻害剤は高いコラゲナーゼ阻害
作用を有する。高いコラゲナーゼ阻害作用により、コラーゲン繊維の破壊を抑制し、皮膚
の弾力性等を保持して、しわやたるみの原因を除去することができる。また、コラーゲン
繊維の破壊を抑制することで、歯周病や歯肉炎を防ぎ、口腔の健康を保つことができる。
さらに、コラーゲン繊維の破壊を抑制することで、血管や骨組織の老化を防ぎ、血管や骨
組織の健康を維持することができる。すなわち、本発明のコラゲナーゼ阻害剤は、コラー
ゲン分解阻害、皮膚真皮分解阻害、皮膚経皮水分蒸散量抑制等の作用を有する。
【００１６】
　本発明の皮膚外用剤、抗糖化剤及びコラゲナーゼ阻害剤の有効成分となる発酵ショウガ
の原料としては、ショウガ科の植物であれば特に制限されるものではなく、例えば、三州
生姜、黄生姜、金時生姜、谷中生姜等の各種生姜を挙げることができる。本発明で用いら
れるショウガ科植物原料の形態としては、根茎をそのまま用いる他、スライス、粉砕物、
搾汁、抽出物等として用いることができる。粉砕物としては、粉末、顆粒等が挙げられる
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。絞汁や抽出物は、液状であってもよいが、ペースト状や乾燥粉末として用いることもで
きる。抽出物は、適当な溶媒を用いて抽出することにより得ることができ、溶媒としては
、例えば、水、エタノール、含水エタノールを用いることができる。本発明においては、
乾燥粉末を用いることが特に好ましい。
【００１７】
　本発明における発酵ショウガとしては、原料となるショウガ科植物を発酵させたもの（
発酵工程を経たもの）であれば特に制限されるものではなく、ショウガ科植物原料を発酵
させる方法としては、自家発酵や、菌体による発酵等が挙げられるが、菌体による発酵が
好ましい。菌体としては、麹菌、酵母菌、乳酸菌、酢酸菌、枯草菌等の発酵に通常使用さ
れる微生物を用いることができ、これらの中でも麹菌を用いることが好ましい。本発明に
おいて用いられる微生物は一種であっても、二種以上であってもよい。
【００１８】
　本発明において用いる麹菌としては、黒麹菌、白麹菌、黄麹菌、紅麹菌等が挙げられ、
市販品を好適に使用することができる。具体的には、アスペルギルス・アワモリ（Ａｓｐ
ｅｒｇｉｌｌｕｓ  ａｗａｍｏｒｉ）（黒麹菌）、アスペルギルス・サイトイ（Ａｓｐｅ
ｒｇｉｌｌｕｓ  ｓａｉｔｏｉ）（黒麹菌）、アスペルギルス・ナカザワイ（Ａｓｐｅｒ
ｇｉｌｌｕｓ  ｎａｋａｚａｗａｉ）(黒麹菌)、アスペルギルス・ウサミ（Ａｓｐｅｒｇ
ｉｌｌｕｓ  ｕｓａｍｉｉ）（黒麹菌）、アスペルギルス・ルーチェンシス（Ａｓｐｅｒ
ｇｉｌｌｕｓ  ｌｕｃｈｅｎｓｉｓ）（黒麹菌）、アスペルギルス・ニガー（Ａｓｐｅｒ
ｇｉｌｌｕｓ  ｎｉｇｅｒ）（黒麹菌）、アスペルギルス・カワチ（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌ
ｕｓ  ｋａｗａｃｈｉｉ）（白麹菌）、アスペルギルス・オリゼー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌ
ｕｓ  ｏｒｙｚａｅ）（黄麹菌）等のアスペルギルス属に属する微生物を挙げることがで
きる。
【００１９】
　酵母菌としては、例えば、デバリョマイセス属、サッカロマイセス属、ピチア属、クル
イベロマイセス属、トルラスポラ属、シュビア属、ブレッタノマイセス属、クリプトコッ
カス属、エレモテリウム属、イッサチェンキア属、クロッケラ属、リポマイセス属、メト
シュニコウイア属、ロードトルア属、シゾサッカロマイセ属、ジゴサッカロマイセス属、
カンジダ属に属する微生物を挙げることができる。また、乳酸菌としては、例えば、スト
レプトコッカス属、ラクトバチルス属に属する微生物を挙げることができる。
【００２０】
　ショウガ科植物原料に菌体を作用させる方法としては、ショウガ科植物原料に菌体やそ
の培養液を噴霧する方法や、ショウガ科植物原料を菌体の培養液に浸漬又は添加する方法
等を挙げることができ、菌体の培養液としては、合成又は天然の培地を用いて培養した培
養液や、植物由来の発酵液を例示することができる。
【００２１】
　菌体による発酵は、例えば、温度５～７０℃、好ましくは１０～４０℃、より好ましく
は１５～３０℃、さらに好ましくは３０℃未満の条件で、１～３０日間、好ましくは３～
１４日間行うことが好ましい。
【００２２】
　具体的に、本発明の皮膚外用剤、抗糖化剤及びコラゲナーゼ阻害剤の有効成分となる発
酵ショウガの製造方法としては、例えば、ショウガ科植物を発酵液と混合した後、３０～
９０℃の条件の下、１２０～５００時間といった長時間をかけて熟成を行う特許文献１及
び２に記載の方法（長時間製法）や、ショウガ科植物原料を発酵させる発酵工程と、発酵
物に対してショウガ科植物原料を添加する添加工程と、ショウガ科植物原料を添加した発
酵物を、加圧下、１００℃を超える温度で加熱処理する加熱工程とを有する製法（短時間
製法）を挙げることができる。長時間製法は、発酵時又は発酵後に比較的低温の加熱で長
時間かけて製造するという方法であり、短時間製法は、発酵物に一旦未発酵のショウガ科
植物原料を加え、その後、加圧条件下の高い温度で加熱処理を行う方法である。
【００２３】
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　ここで、短時間製法について詳細に説明する。
　発酵工程は、上述の発酵方法と同様である。続く添加工程は、発酵工程で用いたショウ
ガ科植物原料と同じものを用いることが好ましいが、その種類や形態が異なるものを用い
てもよい。ショウガ科植物原料の添加量としては、発酵工程において用いるショウガ科植
物原料１質量部に対して、０．５～５０質量部であることが好ましく、１～３０質量部で
あることが好ましく、１．５～１５質量部であることがさらに好ましい。
【００２４】
　添加工程に続く加熱工程は、加圧下、１００℃を超える温度で加熱処理する工程であり
、添加工程において添加したショウガ科植物原料の発酵が十分に進まない程度の時間内に
処理を行う（開始する）ことが好ましい。具体的に、例えば、添加工程の処理後、１２時
間以内に加熱工程の処理を行うことが好ましく、６時間以内に行うことがより好ましく、
３時間以内に行うことがさらに好ましく、１時間以内に行うことが特に好ましい。
【００２５】
　加熱条件としては、加熱温度が、１０５～２００℃であることが好ましく、１０５～１
８０℃であることがより好ましく、１０５～１５０℃であることがさらに好ましく、１０
５～１２０℃であることが特に好ましい。また、加熱時間が、１～２４時間であることが
好ましく、１～１２時間であることがより好ましく、１～１０時間であることがさらに好
ましい。加熱工程後は、例えば、噴霧乾燥、凍結乾燥等といった乾燥処理を施すことがで
きる。
【００２６】
　本発明の皮膚外用剤は、皮膚、頭皮等に塗布して用いるものであればよく、その形態と
しては、軟膏、クリーム、ジェル、ローション、乳液、石鹸、パック、湿布等の形態を挙
げることができる。
【００２７】
　また、本発明の抗糖化剤は、未発酵のものに比して向上した抗糖化作用を有するもので
あり、抗糖化の用途に用いられる点において、製品として他の製品と区別できるものであ
ればよく、例えば、本発明の抗糖化剤に係る製品の本体、包装、説明書、宣伝物のいずれ
かに抗糖化、メイラード反応抑制等の機能がある旨を表示したものを挙げることができる
。
【００２８】
　また、本発明のコラゲナーゼ阻害剤は、未発酵のものに比して向上した抗糖化作用又は
コラゲナーゼ阻害作用を有するものであり、コラゲナーゼ阻害の用途に用いられる点にお
いて、製品として他の製品と区別できるものであればよく、例えば、本発明のコラゲナー
ゼ阻害剤に係る製品の本体、包装、説明書、宣伝物のいずれかにコラゲナーゼ阻害、コラ
ーゲン分解阻害、皮膚真皮分解阻害、皮膚経皮水分蒸散量抑制等の機能がある旨を表示し
たものを挙げることができる。
【００２９】
　本発明の抗糖化剤又はコラゲナーゼ阻害剤としては、具体的には、医薬品（医薬部外品
を含む）や、化粧品や、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品等の所定機関よ
り効能の表示が認められた機能性食品などのいわゆる健康食品等を挙げることができる。
【００３０】
　本発明の抗糖化剤又はコラゲナーゼ阻害剤は、外用又は経口用として使用することがで
きる。外用剤としては、皮膚、頭皮等に塗布して用いるものであれば、特に制限はなく、
その形態としては、軟膏剤、クリーム剤、ジェル剤、ローション剤、乳液剤、パック剤、
湿布剤等の皮膚外用剤や、注射剤等の形態を挙げることができる。
【００３１】
　また、本発明の抗糖化剤又はコラゲナーゼ阻害剤を経口剤として用いる場合、その形態
としては、例えば、錠剤、カプセル剤、粉末剤、顆粒剤、液剤、粒状剤、棒状剤、板状剤
、ブロック状剤、固形状剤、丸状剤、ペースト状剤、クリーム状剤、カプレット状剤、ゲ
ル状剤、チュアブル状剤、スティック状剤等を挙げることができる。これらの中でも、錠
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剤、カプセル剤、粉末剤、顆粒剤、液剤の形態が特に好ましい。具体的には、サプリメン
ト、食品添加剤、ペットボトル、缶、瓶等に充填された容器詰飲料、水（湯）、牛乳、果
汁、青汁等に溶解して飲むためのインスタント粉末（顆粒）飲料等を例示することができ
る。これらは食事の際などに手軽に飲食しやすく、また嗜好性を高めることができるとい
う点で好ましい。
【００３２】
　また、本発明の抗糖化剤は、医薬品、化粧品、健康食品等の製品の添加剤（製品の安定
化剤）として用いることもできる。本発明の抗糖化剤は、例えば、製品中の成分の糖化反
応（メイラード反応）を抑制することにより、製品の安定性を向上させることができる。
【実施例】
【００３３】
　以下、本発明を実施例に基づき説明する。
【００３４】
［実施例１］
　グルコース及び酵母エキスを含むＧＥ培地（液体培地）に、黒麹菌であるＡ．ａｗａｍ
ｏｒｉを添加し、２８℃にて２日間、液体用の培養タンクで培養した。その後、培養した
培地の濃度が３．８％となるようにＧＥ培地で希釈し、ショウガの乾燥粉末（国産ショウ
ガパウダー）を濃度が１％となるように添加した。このショウガの乾燥粉末を添加した培
地を、２８℃にて６日間、液体用の培養タンクで培養し、ショウガの乾燥粉末を発酵させ
た（発酵工程）。発酵後、発酵工程で用いたものと同じショウガの乾燥粉末を濃度が３％
となるように添加した（添加工程）。添加後すぐに加圧条件下で１１５～１２０℃にて２
時間、加熱処理を行った（加熱工程）。その後、凍結乾燥によって乾燥し（乾燥工程）、
本発明の実施例１に係る発酵ショウガ含有組成物（抗糖化剤，コラゲナーゼ阻害剤）を得
た。
【００３５】
　実施例１に係る発酵ショウガ含有組成物を用いて、抗糖化確認試験、コラゲナーゼ阻害
確認試験を行った。
【００３６】
［抗糖化確認試験］
　本抗糖化確認試験は、「Inhibitory effect of the compounds isolated from Rhus ve
rniciflua on aldose reductase and advanced glycation endproducts.」（Lee EH, Son
g DG, Lee JY, Pan CH, Um BH, Jung SH. Biol Pharm Bull. 2008 Aug;31(8):1626-30.）
に記載の手法に若干の修正を施して行った。具体的には、以下のように行った。
【００３７】
　（試薬の調製）
　リン酸緩衝剤粉末（１／１５ｍｏｌ／Ｌ ｐＨ７．２）（和光純薬工業（株））を蒸留
水に溶解して、６７ｍＭリン酸緩衝液（以下、６７ｍＭ ＰＢと略する）を調製した。ま
た、Ｄ（＋）グルコース（ナカライテスク（株））を６７ｍＭ ＰＢで溶解して、２００
ｍｇ／ｍＬグルコース溶液を調製した。さらに、アルブミン（ウシ血清由来コーンフラク
ションＶ、ｐＨ７．０、生化学用）（和光純薬工業（株））（以下、ＢＳＡと略する）を
６７ｍＭ ＰＢで溶解して、４０ｍｇ／ｍＬ ＢＳＡを調製した。
【００３８】
　（試験）
　被験物質（実施例１に係る発酵ショウガ含有組成物又は比較例に係るショウガ乾燥粉末
）の所定量をそれぞれ６７ｍＭ ＰＢで溶解して、被験物質溶液を調製した。この被験物
質溶液とグルコース溶液及びＢＳＡ溶液とを下記表１に示す割合で配合して、試験溶液（
test）を調製した。同様に、下記の割合にて配合して、試験溶液（blank）、コントロー
ル（test）、及びコントロール（blank）を調製した。被験物質の最終濃度は、図１の横
軸（ｍｇ／ｍＬ）に示される通りである。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
　試験溶液（test,blank）及びコントロール（test,blank）を６０℃で４８時間インキュ
ベートした。インキュベート後の試験溶液（test,blank）及びコントロール（test,blank
）について、３７０ｎｍで励起したときの４４０ｎｍの蛍光強度を分光蛍光光度計で測定
し、次の式によりＡＧＥｓ生成阻害率（％）を算出した。
【００４１】
　ＡＧＥｓ生成阻害率（％）
＝(1 - [(Sample test - Sample blank) / (Control test - Control blank)])×100
【００４２】
（式中、「Sample test」は、試験溶液（test）の蛍光強度を示し、「Sample blank」は
、試験溶液（blank）の蛍光強度を示し、「Control test」は、コントロール（test）の
蛍光強度を示し、「Control blank」は、コントロール（blank）の蛍光強度を表す。）
【００４３】
　その結果を図１に示す。図１に示されるように、本発明の実施例１に係る発酵ショウガ
含有組成物を含む場合、比較例に係るショウガの乾燥粉末を含む場合に比べて、ＡＧＥｓ
の生成が明らかに阻害された。
【００４４】
［コラゲナーゼ阻害確認試験］
　（サンプル液の調製）
　０.１％ＢＳＡ（ウシ血清アルブミン）含有ダルベッコＰＢＳ(Phosphate Buffered Sal
ine)（－）を用いて、被験物質（実施例１に係る発酵ショウガ含有組成物又は比較例に係
るショウガの乾燥粉末）が、２０ｍｇ／ｍＬとなるように調製した。ボルテックスミキサ
ーにて６０分間振盪した後、遠心し上清を回収し、さらに、０．１％ＢＳＡ含有ダルベッ
コＰＢＳ（－）を用いて被験物質が所定濃度となるように希釈し、試験溶液を調製した。
なお、被験物質の最終濃度が、図２の横軸（μｇ／ｍＬ）に示される値となるように調製
を行った。
【００４５】
　（酵素溶液の調製）
　コラゲナーゼＢ（Ｒｏｃｈｅ製）を、０．１％ＢＳＡ含有ダルベッコＰＢＳ（－）を用
いて１０μｇ／ｍＬとなるよう調製した。
【００４６】
　（蛍光基質溶液の調製）
　ＤＭＳＯで溶解した蛍光基質（ＭＯＣＡｃ－Ｐｒｏ－Ｌｅｕ－Ｇｌｙ－Ｌｅｕ－Ａ２ｐ
ｒ（ＤＮＰ）－Ａｌａ－Ａｒｇ－ＮＨ２、ペプチド研究所製）を、０．１％ＢＳＡ含有ダ
ルベッコＰＢＳ（－）を用いて５μＭに希釈したものを蛍光基質溶液として用いた。
【００４７】
　（コラゲナーゼ阻害活性の測定）
　９６ｗｅｌｌ ｂｌａｃｋ ｐｌａｔｅへ試験溶液またはコントロールとして０．１％Ｂ
ＳＡ含有ダルベッコＰＢＳ（－）を５０μＬ／ｗｅｌｌで添加した。その後、酵素溶液（
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test）又は０．１％ＢＳＡ含有ダルベッコＰＢＳ（－）（blank）を１００μＬ／ｗｅｌ
ｌで添加し、３７℃で１０分間インキュベートした。さらに、蛍光基質溶液を５０μＬ／
ｗｅｌｌで添加し、遮光して３７℃、６０分間インキュベートした。３２０ｎｍで励起し
、４０５ｎｍにおける蛍光強度を測定した。
【００４８】
　各被験物質のコラゲナーゼ阻害率は下記の式にて算出した。              
　コラゲナーゼ阻害率
＝(1 - [(Sample test - Sample blank) / (Control test - Control blank)])×100
【００４９】
（式中、「Sample test」は、試験溶液（test）の蛍光強度を示し、「Sample blank」は
、試験溶液（blank）の蛍光強度を示し、「Control test」は、コントロール（test）の
蛍光強度を示し、「Control blank」は、コントロール（blank）の蛍光強度を表す。）
【００５０】
　その結果を図２に示す。図２に示されるように、本発明の実施例１に係る発酵ショウガ
含有組成物を含む場合、比較例に係るショウガの乾燥粉末を含む場合に比べて、コラゲナ
ーゼ活性が明らかに阻害された。
【００５１】
（配合例１：化粧水）
全体を１００質量部として、発酵ショウガ抽出物　０．０１質量部、生姜抽出物　０．０
１質量部、グリセリン　１０質量部、ジグリセリン　３質量部、１，３－ブチレングリコ
ール　１２質量部、ペンチレングリコール　３質量部、ヒアルロン酸ナトリウム　０．１
質量部、クエン酸　０．０１質量部、クエン酸ナトリウム　０．０２質量部、キサンタン
ガム　０．１質量部、メチルパラベン　０．１５質量部、カルボマー　０．２質量部、水
酸化ナトリウム　０．０３質量部及び水　残部を混合して、化粧水の態様で本発明の組成
物を調製した。
【００５２】
（配合例２：シャンプー）
全体を１００質量部として、発酵ショウガ抽出物　０．０１質量部、アロエ抽出物　０．
０２質量部、ラウレス硫酸ナトリウム　７．５質量部、コカミドプロピルベタイン　４．
２質量部、コカミドＤＥＡ　３質量部、１，３－ブチレングリコール　０．１質量部、ポ
リクオタニウム－１０　０．２２５質量部、クエン酸　０．１５質量部、クエン酸ナトリ
ウム　０．０５質量部、フェノキシエタノール　０．９質量部及び水　残部を混合して、
シャンプーの態様で本発明の組成物を調製した。
【００５３】
（配合例３：石鹸）
全体を１００質量部として、発酵ショウガ粉砕物　０．５質量部、グリセリン　２質量部
、オリーブ油　１質量部、ＥＤＴＡ－４ナトリウム　０．１質量部、エチドロン酸４ナト
リウム　０．２質量部及び石ケン素地　残部を混合及び固化することにより、石鹸の態様
で本発明の組成物を調製した。
【００５４】
（配合例４：乳液）
全体を１００質量部として、発酵ショウガ抽出物　０．１質量部、チアミン塩酸塩　０．
１質量部、ショ糖脂肪酸エステル　３質量部、グリセリン　１２質量部、スクアラン　６
質量部、ジメチルシリコーンオイル　２４質量部、ポリプロピレングリコール　１質量部
、増粘剤　０．０６質量部、フェノキシエタノール　０．２質量部、エタノール　５質量
部、水酸化ナトリウム　０．０１質量部及び精製水　残部を混合して、乳液の態様で本発
明の組成物を調製した。
【００５５】
（配合例５：化粧用クリーム）
全体を１００質量部として、発酵ショウガ抽出物　０．１質量部、ローズマリーエキス　
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量部、水素添加大豆リン脂質　０．２質量部、ブチルアルコール　２．４質量部、硬化油
　１．５質量部、ステアリン酸　１．５質量部、親油型モノステアリン酸グリセリン　１
．５質量部、モノステアリン酸ポリグリセリル　０．５質量部、ベヘニルアルコール　０
．８質量部、モノミリスチン酸ポリグリセリル　０．７質量部、サラシミツロウ　０．３
質量部、ｄ－δ－トコフェロール　０．１質量部、メチルパラベン　０．３質量部、Ｃ１
０～３０アルキル変性カルボキシビニルポリマー　０．２質量部、カルボキシビニルポリ
マー　０．１質量部、１，３－ブタンジオール　１８．０質量部、水酸化ナトリウム　０
．１質量部及び精製水　残部を混合して、化粧用クリームの態様で本発明の組成物を調製
した。
【００５６】
（配合例６：パック剤）
全体を１００質量部として、発酵ショウガ抽出物　０．１質量部、ダイズエキス　０．０
１質量部、ポリビニルアルコール　２０．０質量部、グリセリン　５．０質量部、エタノ
ール　２０．０質量部、カオリン　６．０質量部、防腐剤　０．２質量部、香料　０．１
質量部及び精製水　残部を混合して、パック剤の態様で本発明の組成物を調製した。
【００５７】
（配合例７：錠剤）
全体を１００質量部として、発酵ショウガ粉末　１０質量部、カリン末　８質量部、ビタ
ミンＢ１　５質量部、結晶性セルロース　２０質量部、乳糖　５０質量部、ステアリン酸
マグネシウム　４質量部及びコーンスターチ　残部を混合及び打錠することにより、錠剤
の態様で本発明の組成物を調製した。
【００５８】
（配合例８：顆粒剤）
全体を１００質量部として、発酵ショウガ粉末　１０質量部、リンゴ末　１５質量部、乳
糖　１０質量部、ステアリン酸カルシウム　１質量部及び結晶セルロース　残部を混合及
び顆粒化することにより、顆粒剤の態様で本発明の組成物を調製した。
【００５９】
（配合例９：カプセル剤）
全体を１００質量部として、発酵ショウガ抽出物　１０質量部、生姜抽出物　２０質量部
、レシチン　８質量部及びオリーブ油　残部を混合して調製したものを内容液として、こ
れをカプセル殻に内包することにより、カプセル剤の態様で本発明の組成物を調製した。
【００６０】
（配合例１０：液剤）
全体を１００質量部として、発酵ショウガエキス粉末　０．８４質量部、ビタミンＢ１２
　１質量部、果糖ブドウ糖液糖　１０質量部、クエン酸　１質量部、安息香酸ナトリウム
　０．０２質量部、香料製剤　２質量部、スクラロース　０．０５質量部、アセスルファ
ムカリウム　０．０３質量部、及び精製水　残部を混合して、液剤の態様で本発明の組成
物を調製した。
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